
第 12回中山台地区教育環境適正化検討委員会議事録 

 

Ⅰ 日時 

  令和元年 8月 29日(木) 15：00～15：50 

 

Ⅱ 場所 

中山台コミュニティセンター 2階 2-1会議室 

 

Ⅲ 次第 

 １ 開会 

２ 議事 

（１） 中山桜台小学校・中山五月台小学校 学校統合の進捗について（報告） 

（２） 中山五月台幼稚園の閉園に伴う、長尾幼稚園への通園手段について（報告） 

３ その他 

４ 閉会 

 

Ⅳ 議事録 

（事務局） 定刻になりましたので、第 12 回中山台地区教育環境適正化検討委員会（以

後「適正化検討委員会」という）を開催させていただきます。それでは開会に際し教育委

員会管理室より一言申し上げます。 

（管理室長） ご多忙中にも関わらず第 12 回中山台地区教育環境適正化検討委員会にご

出席いただきありがとうございます。 

～ あいさつ ～ 

本日の議事は次第の通り、学校統合については、各専門部会の進捗状況を中心にご報告

させていただきます。幼稚園につきましては、長尾幼稚園までの通園手段についてご報告

をいたします。皆さま方の忌憚のないご意見をお聞きしたいと思いますので本日はどうぞ

よろしくお願いします。 
（事務局） それではここからは座長にお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 
（座長） こんにちは。いつもであれば午前中に開いていた会議が、今日は午後 3 時とい

う事で一番眠たい時間帯となりますが、眠くならないような議事進行に努めますのでどう

ぞよろしくお願いします。それでは早速ですが次第に従いまして議事を進めていきたいと

思います。それでは議事（１）中山桜台小学校・中山五月台小学校 学校統合の進捗につ

いて事務局から説明をお願いいたします。 

（事務局） 資料 1「わくわく！ニコニコ！みんなの学校づくり大作戦！だより（創刊号）」

についてご説明します。学校統合に関しての進捗状況等を記載し地域の皆さま、保護者の



皆さまに学校統合の状況を知っていただくことを意図して発行しております。8月に創刊号

を発行いたしました。内容としてはこれまでの経過や統合の進め方などを記載しておりま

す。5月 31日（金）、前回の適正化検討委員会において組織体制等のご意見をいただき、

同日に学校統合準備会も開催し、そこから話し合いがスタートしたという事で記載してお

ります。また、第 2回学校統合準備会を 7月 16日（火）に開催いただきました。その中

で統合のおたよりのタイトルにもさせていただいております学校統合に係るプロジェクト

名を、「わくわく！ニコニコ！みんなの学校づくり大作戦！」と決定しました。このプロジ

ェクト名を合言葉に学校統合を進めていきたいと考えております。裏面には、学校統合準

備会と 6つの専門部会について記載しております。この 6つの専門部会の進捗状況も記載

しております。1つ目の総務部会については 6月に第 1回会議を開催し、9月 6日（金）

に第 2 回目の会議も開催する予定としています。統合後の学校について、学校名等をどう

するか等を今後話し合っていく予定となっています。教務部会と事務部会については近々

専門部会を開催するよう調整を進めております。地域・PTA（育友会）部会については 7

月に第 1回目を開催いただき、地域部会と PTA部会に分かれて具体的に話合いを進めてい

く事を決めていただきました。7 月 23 日（火）に地域部会を開催いただきました。8 月

27 日（火）には通学路の合同点検があり、PTA や育友会、地域の見守り隊の方々にもご

参加いただき、想定される通学路を歩き、危険個所等の確認を行いました。社会体育団体

部会については 9月中旬ごろまでに第 1回目の会議を開催できるように日程調整を進めて

おります。児童育成会部会については 7月に第 1回目を開催し、育成会の建物や、両校の

児童の交流について話し合いがされました。各専門部会の開催状況等は以上となります。

またこのおたよりは今後も継続して発行していきたいと考えております。学校統合に関し

ては以上となります。 

（校長） 8月 27日（火）の通学路の合同点検についてお礼を申し上げたいと思います。

特に中山桜台小学校の保護者の皆さまには安全で、最短で、特別な配慮についてお知恵を

お借りし、通学路の案が出来た事に感謝申し上げます。桜台、五月台の関係者の方々、あ

りがとうございました。 

（管理室長） 先程の事務局からの説明の、教務部会、事務部会について補足説明いたし

ます。事務部会については、内部事務的な内容となりますので、学校経理や備品を所管し

ている教育企画課の方で事務部会がスムーズに進むように、準備を進めております。教務

部会については教育の内容となります。先程の第 3 回学校統合準備会でもお話しがありま

したので、学校統合準備会のご報告も兼ねてさせていただきます。学校統合に向けた取組

について具体的なプランがお示し出来ていないことから、保護者や子どもたちが不安を持

っているというご意見がありました。また、学校統合のスタートラインに立つことさえも

不安だというご意見がありました。教務部会では交流事業など、子どもたちの不安が解消

できるような取組をしていくという事で、教育委員会の方で両校と調整をしながら進めて

いくというお話しがありました。学校統合を進めるにあたり、教務部会だけで行うのか、



他の専門部会も連携して行うのかは今後の検討課題ではありますが、まずは学校統合に関

する不安について聞いていく必要がありますので、不安に思う気持ちを拾い上げ学校統合

準備会の中で検討し、対策を取っていく事と、今まで十分な説明会が出来ておらず、情報

がないために不安をお持ちの方もいらっしゃいますので、説明会だけではなく、学校統合

に係るおたよりや、学校を通じた文書の配布も含め、進捗状況をお伝えしていくことも併

せて取り組んでいきたいというお話しをしました。適宜、アンケートの状況や、学校で取

り組む内容等が明らかになれば、この適正化検討委員会にもご報告させていただきます。

現状で遅れているところもありますが、これ以上遅れることがないように取組んでいきた

いと思います。以上です。 

（座長） ありがとうございました。今のご説明について、質問、ご意見はございません

か。 

（委員） 先程のご説明の中で、教務部会や事務部会が近々開催され、これ以上計画が遅

れないようにとのお話がありましたが、1年半後の目標年度をゴールとして、急いでほしく

ないと思います。教務部会の内容は学校の一番大切な部分になってくると思いますので、

目標年度に合わせるといった事にならないようにお願いしたいと思います。 

（座長） それでは次に議題（2）中山五月台幼稚園の閉園に伴う、長尾幼稚園への通園手

段について、事務局よりご説明をお願いします。 

（事務局） 議題（2）についてご説明をいたします。 

～ 資料４と別添の地図を基に説明 ～ 

（座長） ありがとうございました。ご質問等はありませんか。 

（委員） 旧長尾幼稚園跡地への経路についてですが、このあたりの住民は山手台の方か

ら下りて行く人が多いと思いますが、そのルートではいけないのでしょうか。 

（管理室長） 右折レーンが出来れば状況は変わる可能性があると思います。通勤時間帯

は渋滞が発生することから南側を通っていただくようお願いしたいと考えております。た

だ、遅刻し通勤時間とずれる場合は山手台回りも不可能ではないと思います。 

（座長） ここの渋滞状況はとても激しい事になっています。急がば回れで南から回る方

が早い可能性もあります。 

（委員） 線路の付近の中道を通ることもいけないのでしょうか。 

（副座長） そのエリアは長尾小学校の通学路となっており時間帯にもよりますが、進入

禁止となっている場合があります。地図に載っていませんので、進入できない道路はきち

んと示していただいた方がいいです。提示されたルートが混んでいる場合、迂回したくな

る人は多いと思います。 

（管理室長） 旧長尾幼稚園跡地は現状、長尾小学校に編入しています。長尾小学校では

安全対策の観点から地域の方々と連携しながら子どもたちの見守りをしています。旧長尾

幼稚園跡地を駐車場として使う事で、子どもたちの安全の妨げになると判断された場合、

駐車場の使用を拒まれる可能性が高い事と、事故があった場合一番迷惑をおかけするのは



事故に合った子どもと、送迎をされた保護者となりますので出来る限り子どもたちの通る

ところは避けていきたいと考え、南回りの送迎ルートを考えています。こういったことを

避けるために他の土地を探していました。具体的には山手台の児童館の駐車場の横等も検

討はしましたが、安全性が十分に確保出来ているか確認が取れないため、断念せざるを得

ませんでした。他に子ども館の向かい側の土地についても、曲がり角のため法律等の課題

があり利用が出来ませんでした。結果、旧長尾幼稚園跡地以外の選択肢がなく、ここを利

用するためには長尾小学校の子どもたちの安全を第一に配慮する必要がありますので、遠

回りになりますがお願いする事になります。 

（委員） 安全面のご説明は大変理解できました。あと元々は当番の方が中山台から車に

子どもたちを乗せて連れて行くというお話もあったのですが、今のお話では個人登園とい

う形になりますか。 

（管理室長） 集団登園については行政側から指定しづらいところがあります。そこにつ

いては中山台から長尾幼稚園に通われる保護者の中で話合いをしていただき、活用方法は

皆さまに委ねていきたいと考えております。 

（委員） 例えばみんなで集まって 1台、2台の車で行くとすれば、保護者 1人、2人に

対して立当番は出来ないと思いますがその辺りはどうでしょうか。 

（管理室長） 立当番は車の台数によって影響を受けます。例えば車が 2台か 3台であれ

ば立当番をする必要はないと思います。立当番の想定は相当数の車が利用される場合とな

ります。 

（委員） そこは臨機応変に考えればいいという事ですね。あと 1 点ご質問です。公立幼

稚園では行事が沢山ありますが、その時には使えないという事ですよね。 

（管理室長） ご提示した時間帯のみでの使用を今のところは想定しています。皆さまが

使用されている時間帯以外は学校が使用する時間帯となります。常時授業で使用している

訳ではありませんので、今後の状況を見ながら調整出来ればするという事になります。 

（委員） 園の行事の際は、車を動かすことはしないので、授業の邪魔にならない場所に

停めるという事で使用出来ませんか。 

（管理室長） 実際に運用をしてから学校との調整となると思います。授業で広いスペー

スを使う野球やサッカーに利用することはないと思いますので、車があることが授業の妨

げにならないと思います。行事の際には長時間停める事について協議出来ると思います。 

（委員） せっかく駐車場を確保していただけるのであれば、もちろん安全面の配慮をし

たうえで、園の行事の際にも利用できるようにしていただければと思います。 

（管理室長） 平日は隅の方に車を駐車していただけば授業での使用は可能だと思います。

また車の出入りがなければ危険性はありません。どちらかと言うと、土日の行事が課題で

す。土日は社会体育団体が旧長尾幼稚園跡地を駐車場、駐輪場として利用しています。そ

の場合は駐車場として使用できませんので、そういった場合はご自身で駐車場を確保して

いただく事になります。 



（委員） 中山五月台幼稚園では小学校の駐車場を利用させていただいていました。社会

体育団体との調整をしながら運用は出来ていたので、ご理解をいただく必要はありますが

出来ないことはないと思います。 

（副座長） 長尾小学校の保護者はここを小学校用の駐車場として使っているんですか。 

（事務局） 利用はされていません。 

（委員） 幼稚園ではお弁当日と午前保育の日が行事等によって入れ替わる時があります。

その場合駐車場の利用について小学校と調整し許可をとる必要があると思いますが、その

手続きの方法や誰が行うのかについて最初にはっきりさせておいた方がいいと思います。

また、幼稚園の行事と小学校の行事の日程が重ならないように調整する場合、今後は長尾

小学校、中山桜台小学校、中山五月台小学校となると、保護者では難しいので、そういっ

た窓口を設置していただけると助かります。 

（管理室長） 長尾幼稚園には現在、山手台や中山五月台から通われている園児がいます

が、おそらく長尾幼稚園は長尾小学校と山手台小学校とは日程の調整を行っていると思い

ます。今後どこまで日程の調整が出来るかは分かりませんが、幼稚園長には出来る限りの

配慮をするようにお伝えします。それと、駐車場の使用方法についてはモデルとしてご提

示しています。幼稚園の行事によっては曜日の設定が変わることがありますが、行事につ

いては早い段階で決まっていますので、教育委員会が小学校と調整を行い、幼稚園を通じ

て保護者にご連絡いたします。 

（委員） 駐車場までの経路についてですが、南回りとなると八幡神社の前も渋滞します

ので、山手台回りで山本駅まで行き、ロータリーで転回して、長尾小学校の前の交差点で

左折するルートで向かう事は可能ですか。 

（管理室長） 道路について私どもから指定出来るものではございませんので、今おっし

ゃっていただいたような方法もあるかとは思います。ただ右折を避けていただければ長尾

地域の方から苦情が出ることもないと思います。 

（委員） 以前にこの旧長尾幼稚園跡地の駐車場利用の意見があった際には、教育委員会

としては利用の想定はしていないとお聞きしていましたが、なぜ利用することとなったん

ですか。 

（管理室長） 駐車場というご意見をいただいた時に、ここを 1 番の候補地に出来なかっ

た理由は、長尾地域から旧長尾幼稚園跡地に体育館の建替え要望がある中で、駐車場とし

て利用することは、長尾地域の方からの反発があるだろうという事が 1 点と、学校周辺の

ため車の通行が少なくあるべきだという認識を持っていることです。その時には、子ども

館の近隣の土地や、まとめて賃貸で借りられる駐車場などを検討していましたが、どの手

法も難しく、致し方なく旧長尾幼稚園跡地を選択した事になってきます。 

（座長） 今色々なご意見がありましたが、経路については右折を避け、どのコースが安

全に確実に行けるのかを探ってみて、皆さんで共有なさってはいかがですか。また、右折

レーンが出来れば心配もなくなると思いますので、それまではよろしくお願いします。 



（副座長） 意見書の中間まとめでは通園手段の具体策についての提示を求めていました。

この通園手段について気にされている方も多いので早めにお伝えした方がいいと思います。

適正化検討委員会としてはこの結論でよろしいでしょうか。 

（管理室長） 未就園児の保護者の方々や地域の皆さまに明日 8 月 30 日（金）に説明会

をする予定となっています。通園手段については適正化検討委員会の意見書からのご意見

として承っていますので、今日ご承認いただき、明日説明させていただきたいと考えてお

ります。 

（座長） 中山五月台幼稚園閉園に伴う長尾幼稚園への通園手段措置について（案）につ

いては、行事によって利用時間の変更が必要な場合は教育委員会に調整をいただくという

事で、他の事については運用の中での調整となると思いますが、この案については、ご承

認という事でよろしいでしょうか。 

 

～ 異議なし ～ 

 

（座長） それでは本日の議事は以上となりますが、何かご意見はございませんか。 

（事務局） 資料 2、資料 3についてですが前回の適正化検討委員会にて、学校統合に係

る組織体制等ついてご確認いただきましたが、それ以降に、社会体育団体部会の構成メン

バーについて変更がございましたので、組織図の最終版としてお配りしております。以上

です。 

（座長） ありがとうございました。それではこれにて終了となります。次回は、学校統

合の進捗に応じて開催日を調整するという事になりますのでよろしくお願いします。それ

ではお疲れさまでした。ありがとうございました。 


